
防 火 管 理 に 関 す る 講 習 の 案 内 書 

 

                         徳島中央広域連合消防本部                                                 
℡０８８３－２６－１１９１ 

 

  消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３条第１項第１号イの規定に基づく、甲種

防火対象物の防火管理に関する講習を次のとおり実施します。 

 

記 

１．講 習 日 時 

   平成３０年２月２２日(木曜日)     午前９時１５分から午後４時３０分まで 

  平成３０年２月２３日(金曜日)
   

午前９時１５分から午後４時３０分まで 

２．講 習 会 場 

   徳島県吉野川市鴨島町上下島２１番地１ 

徳島中央広域連合消防本部・東消防署 ２階大会議室 

   ※当日は、庁舎北側に駐車場を準備しておりますが、車でお越しの際は出来る限り乗   
  り合わせでお願いします。 

３．定    員    ３０人 

４．受講手続き及び受付期間 

  （１）受講申請書の請求先及び提出先 

      ○吉野川市鴨島町上下島２１番地１ 

     徳島中央広域連合  消防本部消防課   ℡０８８３－２６－１１９１ 

          徳島中央広域連合  東 消 防 署      ℡０８８３－２６－１１９０ 

      ○阿波市土成町秋月字月成１２番地 

          徳島中央広域連合 中 消 防 署      ℡０８８－６９５－２１４９ 

      ○吉野川市山川町三島３０番地７ 

          徳島中央広域連合 西 消 防 署      ℡０８８３－４２－２０２９ 

  （２）受講申請の受付期間 

        平成３０年２月９日(金）まで（郵送可） 

     ※ただし、定員(３０名)に達した場合は期日前でも締め切りますのでご了承下さい。 

  （３）受   付  

        講習当日は、徳島中央広域連合消防本部２階ロビーで受付を行います。運転免   
   許証又は健康保険証等の身分証明書及び筆記用具を持参してください。 

５．テ キ ス ト 

     受講料は無料ですが、テキスト代３，４５０円が必要です。 

   テキスト代については、講習当日受付時にお支払いください。 



６．その他 

   （１） 甲種防火対象物の防火管理講習は、２日間受講しないと資格該当しませので       

    ご注意下さい。ただし、一部の科目を免除できる場合がありますので、免除を 
    申請される方は申請書にご記入下さい。 
  （２） 初日の昼食が必要な方は申込み用紙の必要欄に○を記入お願いします。        

     金額はテキスト代とは別に５００円必要になります。 

          （２日目の昼食については会場にて受付します。） 

   （３） その他講習について不明な点は、徳島中央広域連合消防本部消防課予防係 

     (℡0883-26-1191)まで問い合わせ下さい。 

   （４） ２日目に屋外での講義(水消火器による消火訓練等）もございますので、各自 

          で防寒対策をお願いします。 
 

  


